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神戸市会議長  坊    恭  寿  

 

    北朝鮮によって拉致されている神戸市民をはじめ全ての日本人の  

速やかな救出を求める意見書  

 

北朝鮮による拉致被害者は、神戸市民である有本恵子さん、田中実さんをはじ

めとする政府認定の 17名のほか、拉致の疑いが排除できない特定失踪者といわれ

る方々が相当数存在していますが、平成 14年 10月に５名の方々の帰国が実現し、

平成 16年５月と７月にその家族が帰国して以来、何ら進展が見られていません。  

北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国に対する重大な主権侵害であるととも

に、断じて許すことのできない人権侵害です。北朝鮮によって拉致された日本人

の多くは未だ帰国できない状況にありますが、拉致被害者の帰国を待ち望む家族

の高齢化が進み、遂には再会が叶わず亡くなられる事例も出ています。有本恵子

さんの母・有本嘉代子さんは令和２年２月３日に、父・有本明弘さんは本年２月

15日に、横田めぐみさんの父・横田滋さんは令和２年６月５日にそれぞれ最愛の

家族との再会を果たすことなく逝去されました。また、平成 26年に行われたスト

ックホルム合意では北朝鮮が新たに拉致被害者である田中実さんらの生存も認め

たところです。北朝鮮による拉致というこの悲惨で取り返しのつかない厳しい現

実を直視しなければなりません。  

そして、警察庁によれば、田中実さんは北朝鮮の指示を受けた東灘区内の勤務

先飲食店の店主の巧妙な誘いによって海外へ連れ出され、その後北朝鮮に送り込

各宛て  



まれた、とされています。拉致事件が神戸市内の身近な場所で発生した事実を極

めて深刻に捉え、神戸市会としても国と連携し、拉致問題の早期解決に向けた啓

発活動や再発防止に向けて全力で取り組む決意を表明します。  

拉致被害者の中には、すでに家族を亡くされた方やそもそも身寄りのない方も

います。そうした方々も我が国のかけがえのない同胞であり、全ての拉致被害者

の救出に向け、一人として取り残されることがあってはなりません。  

よって、国におかれては、北朝鮮から神戸市民である有本恵子さん、田中実さ

んをはじめとする全ての日本人拉致被害者を救出するとともに、今後二度とこの

ような悲劇を起こさないために、国際社会との連携の強化や必要な法的整備をは

じめとする再発防止に全力で取り組むよう強く要望します。  

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。  
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